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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇宮城県防災砂防課の＿＿と申します。〇私からは，タイトルを「土砂災害から身を守るために」と題しまして，３点についてお話させていただきます。よろしくお願いいたします。
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1．宮城県の土砂災害対策について

1．宮城県の土砂災害対策について
2．宮城県のソフト対策
3．土砂災害から身を守るために

１

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まずは、宮城県の土砂災害対策についてご説明いたします。
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総合的な土砂災害対策

ハード対策

想定される土砂災害に対して
砂防えん堤や法枠工などの土砂
災害防止工事を実施することで
安全を図る。

土砂災害警戒区域等の指定や
ハザードマップ作成を通して、
土砂災害に対する警戒避難体
制を整える。

ソフト対策

長期的計画・
莫大なコスト

早期的効果・
妥当なコスト

防災部門土木・建設部門

宮城県の土砂災害対策における２本柱

２

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇宮城県では，土砂災害に対して，ハードとソフトの両面から土砂災害対策を進めています。〇ハード対策というのは，土石流をくいとめる砂防えん堤やがけ崩れを抑える法枠など，いわゆる対策工事を実施することを言います。〇しかしながら，ハード対策には，莫大な費用と整備に時間がかかるため，土砂災害の恐れのある箇所に対する整備が追いついていない状況です。〇これに対して，ソフト対策は，「避難」を主軸に，土砂災害のおそれのある箇所を周知したり，ハザードマップを作成するなど，土砂災害に対する警戒避難体制を整えるというものです。〇ハード対策に比べて早期に効果を発揮できることや，財政的にも取り組みやすいことから，ソフト対策が推進されています。
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2．宮城県のソフト対策

1．宮城県の土砂災害対策について
2．宮城県のソフト対策
3．土砂災害から身を守るために

3

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、宮城県におけるソフト対策といわれる土砂災害対策について説明いたします。
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宮城県のソフト対策

 土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定（県）

警戒避難体制の整備（市町村）

4

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇宮城県ではスライドのようなソフト対策を進めているところです。〇県では、土砂災害の危険の周知や、新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することの未然防止を目的として、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定を進めています。○また、市町村では、ハザードマップの作成・配布や防災訓練等の実施など、警戒避難体制を整備することにより、円滑な避難行動をとるために必要な情報を住民に周知しています。○本日は県の役割とされている警戒区域指定について説明させていただきます。
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５

土砂災害警戒区域等指定の流れ

• 土砂災害の恐れのある沢や
崖の現地調査（基礎調査）

• 基礎調査結果の公表

• 基礎調査結果住民説明会

• 市町村長意見照会

• 県公報告示

• 警戒避難体制の整備

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定の流れは，スライドの通りとなります。①基礎調査：区域の範囲を設定するために調査を行う②基礎調査結果の公表：基礎調査の結果が出た後に，速やかにHP上で結果を公表③基礎調査結果に関する住民説明会：区域内にお住まいの方や土地所有者を対象に，説明会を開催④市町村長意見照会：指定に関する意見照会を実施⑤県公報告示：県の公報での告示を持って指定となる・そしてその後、土砂災害警戒区域等に指定された場合は，市町村による警戒避難体制の整備が行われる
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特定の開発行為に対する許可制

建築物の構造規制

建築物の移転勧告

土砂災害警戒区域等に指定されると？

６

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○土砂災害防止法によって区域に指定されるとどうなるの？〇警戒区域，イエローゾーンでは，法律による建築規制等は発生しません〇「警戒避難体制の整備」という観点から，土砂災害の被害の恐れがある区域であるということを認識し，迅速な避難行動がとれるような体制を整えておくよう定められています〇特別警戒区域，レッドゾーンですが，イエローゾーン内で特に著しい危害が生じる恐れのある範囲です〇警戒避難体制の整備が図られるのはもちろんのこと，さらに，一定の法的規制がかかります。〇法的規制として，「建築物の構造規制」、「特定の開発行為に対する許可制」及び「建築物の移転勧告」の３つの規制が付されことになります〇以上を簡単に言うと，土砂災害警戒区域等に指定された場合には，「イエローゾーンでは警戒避難体制の整備」が，「レッドゾーンでは一定の規制」が定められている。【メモ】〇法的規制として、建築物の構造規制があり，新たに建物を建てる場合は建築基準法で定められている，土砂災害に耐えうる構造にしなければなりません。たとえば，山側の壁を厚くしたり，柱を太くする，などです。〇法的規制の２点目に，特定の開発行為に対する許可制です。〇老人ホームや病院・学校など，要配慮者利用施設と呼ばれる，避難時の行動に支援が必要な方が利用する施設を建設する場合や，宅地分譲を目的とした開発をする場合には，開発者が土砂災害に対する対策工事を施す必要があります。〇法的規制の３点目に，建築物の移転勧告です。これは，特別警戒区域内で今にも倒壊しそうな家屋があったり，今にも斜面が崩壊しそうだといった場合に，人命を守るため，都道府県知事が移転の勧告ができるというものです（強制ではない）。勧告に限らず，移転に関しては，さまざまな支援措置がつくられており，融資や補助が受けられる場合があります。（例：住宅金融支援機構の融資，がけ地近接等危険住宅移転事業）宮城県では事例がありませんが，全国的には数件の事例があるそうです。
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土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域

土砂災害警戒区域 （イエローゾーン）

土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、

警戒避難体制の整備を行う区域

 警戒避難体制の整備、ハザードマップの配布【市町村】

 要配慮者利用施設（高齢者・障害者・児童・病人・妊婦・乳幼児など、防災上配慮を要
する者が利用する施設）における避難確保計画の作成等【施設管理者等】

土砂災害警戒区域 （イエローゾーン）：土砂災害の恐れがある区域

避難に配慮を要する方が利用する要配慮者利用施設等が、新たに土

砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、

開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、

特定の開発行為を許可制とする制限や建築物の構造規制を行う区域。

 特定開発行為に対する制限、建築物の移転等の勧告【県】

 建築物の構造規制【県または市町村】

土砂災害特別警戒区域 （レッドゾーン）

：建物の損壊や住民に大きな被害が生じる恐れがある区域

警戒避難体制
の整備

新規立地抑制

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・土砂災害警戒区域（イエローゾーン）は土砂災害による被害を防止・軽減するため、危険の周知、警戒避難体制の整備を行う区域　としています。・この区域では、住民の方々に土砂災害の危険性を周知し、いざという時に適切な避難行動をとることができるよう、市町村において警戒避難体制の整備やハザードマップの配布を行うこととされています。・また、要配慮者利用施設の管理者は、避難確保計画の作成や避難訓練の実施が義務付けられます。・次に土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）は、避難に配慮を要する方が利用する要配慮者利用施設等が、新たに土砂災害の危険性の高い区域に立地することを未然に防止するため、開発段階から規制していく必要性が特に高いものに対象を限定し、特定の開発行為を許可制とする制限や建築物の構造規制を行う区域　としている。・特別警戒区域は、土砂により建物が損壊するほどの力がかかる範囲を指定していることから、建物の立地抑制が指定の目的となります。
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土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の指定
・土砂災害の恐れがあるということを周知するために指定します。
・指定された区域は県防災砂防課のHPまたは仙台土木事務所・利府町役
場でご覧いただけます。

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sabomizusi/kasyo-rifu.html 

利府町では現在，
78箇所の土砂災害
警戒区域等が指定
されています。

箇所名をクリック！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○大崎市では現在５５４箇所（うち、旧鳴子町では183箇所）の土砂災害警戒区域等が指定されています。○これは土砂災害のおそれのある箇所を住民の皆様に知っていただくことを目的としたものであり，この区域の指定が行われたからといって県が何か対策工事を行うものではありません。○これらの区域は県の防災砂防課のHPや北部土木事務所、大崎市役所で見ることができます。
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●青山３丁目集会所の周りにも土砂災害警戒区域・特別警戒区域があります！

青山３丁目集会所
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○こちらは，今，私たちがいる「青山３丁目地区」の警戒区域図になります。○赤色の範囲ががけ崩れのおそれのある箇所であり，水色と緑色の範囲が，土石流のおそれのある範囲となっています。○すぐ近くにも土砂災害警戒区域等があることがおわかりいただけるかと思います。
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区域指定例（急傾斜地の崩壊）１／２

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○こちらは実際にこの地区でがけ崩れの恐れがあるとして指定されたものです。○先ほど照会した県のHP等で確認していただくとこのような図書が載っております。○これはその1ページ目です。
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区域指定例（急傾斜地の崩壊）２／２

黄色で囲まれた部分が
土砂災害警戒区域です。

赤色で囲まれた部分が
土砂災害特別警戒区域
です。

11
青山３丁目集会所

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○そして二枚目を開くと，土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域の範囲を示す図面が載っています。○黄色で囲まれた部分が土砂災害警戒区域になります。○がけ崩れがもし発生した際には，この黄色の範囲まで崩れた土砂が到達する恐れがあります。○そしてその黄色の範囲の内側にある赤色で囲まれた範囲が土砂災害特別警戒区域となります。○がけ崩れが発生した際には，この赤色の範囲内には，建物が壊れるほどの力が加わることが想定されます。○今回の会場である青山三丁目集会所は，下の丸で示している場所になります。
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区域指定例（土石流）１／２

12

山岸沢

青山3丁目集会所

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○次に土石流の区域指定例です。○これはこの会場より南西にある山岸沢という沢になります。
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区域指定例（土石流）２／２

赤色で囲まれた部分が
土砂災害特別警戒区域
です。

黄色で囲まれた部分が
土砂災害警戒区域です。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○先ほどのがけ崩れのものと同じように，黄色で囲まれた範囲が土砂災害警戒区域，少し範囲は小さいですが赤色で囲まれた範囲が土砂災害特別警戒区域になります。○もし土石流が発生した場合には，水と土砂が黄色の範囲まで到達することが考えられます。そして赤色の範囲には家が壊れるほどの力がかかることが想定されます。
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警戒避難体制の整備（市町村）

 ハザードマップの作成

防災訓練の実施

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇市町村のソフト対策についても簡単にご説明いたします。〇土砂災害警戒区域等に指定された区域について、市町村は住民が円滑な避難を行えるよう必要な情報を周知するため、ハザードマップの作成や防災訓練を実施することとなっています。
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ハザードマップの作成（市町村）
土砂災害ハザードマップには、以下の項目を記載することが必要（土砂災害防
止法施行規則第5条）
⇒土砂災害警戒区域等、土砂災害の発生原因となる自然現象を表示した図面に、
・情報の伝達方法 ・避難施設その他の避難場所 ・避難路その他の避難経路
・その他円滑な警戒避難を確保する上で必要な項目

出典：気仙沼市土砂災害ハザードマップ（気仙沼地区）
（http://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s009/010/010/010/070/1205812284635.html）

出典：美里町土砂災害ハザードマップ（土砂災害警戒区域）
（http://www.town.misato.miyagi.jp/17bousai/index.html）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
周知方法としてのハザードマップについてですが、法令で記載すべき項目が定められています。ハザードマップには土砂災害警戒区域等の位置、土砂災害の発生原因となる自然現象を表示した図面に、情報の伝達方法，避難施設その他の避難場所，避難路その他の避難経路，その他円滑な警戒避難を確保する上で必要な項目を記載することが必要とされています。参考で，美里町さんと気仙沼市さんのハザードマップをつけさせていただきました。



宮城県

１６

防災訓練の実施（市町村）
市町村長が行う土砂災害に係る避難訓練には、年1回以上実施することや，関係
機関と連携して実践的な訓練を実施すること等が求められている（土砂災害対策
基本指針／平成29年国土交通省告示第752号）
※毎年6月の「土砂災害防止月間」を中心に，土砂災害警戒区域等に居住する住
民を対象に避難訓練を実施するよう国から都道府県へ要請。

土砂災害ハザードマップを活用した避難訓練
（気仙沼市；H３０）

保育所と連携した避難訓練
（多賀城市；H３０）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に，土砂災害を想定した避難訓練の実施についてです。訓練の実施についても，警戒避難体制の整備の中で，年1回以上の実施が求められています。特に老人ホームや保育所、学校、病院など、防災上の配慮を特に要する施設では、避難に時間がかかることなどから、避難計画の作成が義務化されており、作成した避難計画に沿って避難訓練を行うこととなっております。
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